
 

第 百 四 十 三 回 神 職 養 成 講 習 会 開 催 要 項  
一 、 期 間 及 び 受 講 料 

階  位 期          間 受 講 料 （ 含 消 費 税 ） 

正  階 令 和 二 年 八 月 四 日 （ 火 ） ～ 九 月 十 一 日 （ 金 ） 一 九 八 、 〇 〇 〇 円 

権 正 階 令 和 二 年 八 月 四 日 （ 火 ） ～ 九 月 四 日 （ 金 ） 一 四 三 、 〇 〇 〇 円 

直    階 令 和 二 年 八 月 四 日 （ 火 ） ～ 九 月 二 日 （ 水 ） 一 一 〇 、 〇 〇 〇 円 

 

二 、 受 講 願 書 受 付 期 間   郵 送 受 付 の 他 、 窓 口 受 付 も い た し ま す 。  

 

令 和 二 年 五 月 二 十 五 日 （ 月 ） ～ 六 月 十 日 （ 水 ） 
 

※ 郵 送 受 付  期 間 内 に 必 着 の こ と 。 （ 消 印 有 効 で は な い の で 注 意 ）  

簡 易 書 留 に て 國 學 院 大 學 神 道 研 修 事 務 課 宛 に 送 付 し て く だ さ い 。  

 

※ 窓 口 受 付    期 間 内 の 受 付 時 間 は 午 前 九 時 ～ 午 後 五 時 で す 。 （ 但 し 日 曜 日 は 除 く ）  

場 所 ： 神 道 研 修 事 務 課 窓 口 

（ 國 學 院 大 學 渋 谷 キ ャ ン パ ス 若 木 タ ワ ー 三 階 ）  

 

 

● 別 途 、 選 考 料 ( 五 千 円 ) が 必 要 と な り ま す 。 最 寄 の ゆ う ち ょ 銀 行 又 は 郵 便 局 で 払 込 み の 上 、

ご 提 出 く だ さ い 。  

● 郵 送 ・ 窓 口 共 に 右 期 間 外 に 出 願 さ れ た も の 、 ま た 書 類 不 備 の も の （ 書 類 が 不 足 、 所 定 用

紙 以 外 【 コ ピ ー も 不 可 】 等 ） は 、 審 査 の 対 象 に な り ま せ ん の で 注 意 し て く だ さ い 。  

● 出 願 に 際 し て は 、 講 習 会 案 内 書 『 受 講 生 心 得 』 を 熟 読 の 上 お 申 し 込 み く だ さ い 。  

● 開 催 期 間 中 に 、 感 染 症 な ら び に 大 規 模 災 害 等 の 危 機 事 象 の 発 生 に よ り 、 中 止 措 置 を と ら

ざ る を 得 な い 状 況 に な る 場 合 も あ り ま す 。  

 
 

三 、 書 類 審 査 及 び 受 講 許 可 書 の 発 送 

 令 和 二 年 六 月 十 九 日 （ 金 ） 速 達 発 送 予 定   

書 類 審 査 後 、 受 講 許 可 書 及 び 受 講 手 続 き 書 類 を 速 達 に て 発 送 い た し ま す 。  
 

四 、 受 講 料 納 入 期 限 

 令 和 二 年 六 月 三 十 日 （ 火 ） 郵 送 必 着   

受 講 許 可 書 が 到 着 し た 後 、 郵 便 局 で 払 い 込 み （ 払 込 用 紙 は 許 可 書 に 同 封 す る ） 

「 郵 便 振 替 払 込 受 付 証 明 書 」 ・ 「 教 科 書 申 込 書 」 ・ 「 誓 約 書 」 ・ 「 名 簿 作 成 に

つ い て 」 を 当 課 宛 に 送 付 の こ と 。  
 

 

國 學 院 大 學 神 道 研 修 事 務 課  
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